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１.適用対象

【質 問】

本税制の対象者について教えてください。

【回 答】

青色申告書を提出する中小企業者又は個人（事業を行う者に限ります。）が対象で

す。中小企業者とは、資本金が1億円以下の法人のことです。ただし、資本金1億円超

の法人１社が単独で1/2以上出資している法人や、資本金1億円超の法人複数社が合

計で2/3以上出資している法人は除かれます。

また、業種については、下記のものに限ります。
製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理

店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿岸運輸業、旅行業、こん包

業、郵便業、通信業、損害保険代理業、サービス業

ただし、上記業種のうち、次に掲げる業種は除く。（性風俗関連特殊営業 、料亭、バー、キャバ

レー、ナイトクラブその他これら類する事業、物品賃貸業、娯楽業（除く映画業））

【質 問】

Ａ社が、中小企業情報基盤強化税制の対象設備等を下請け法人（Ｂ社）に貸与した

場合、Ａ社は本税制の適用を受けられますか。

【回 答】

本税制においては、設備等を「貸付の用に供する場合」は基本的に対象となりませ

ん。ただし、下請け法人（Ｂ社）に対して、自ら（Ａ社）の設備等を使用させ、専ら自ら（Ａ

社）の製品の加工等を行うために使用する場合のように、Ａ社の事業の用に供したも

のとして取り扱われる場合については、本税制の適用を受けられます。

２．取得価額要件等について

⑴取得の目的

【質 問】

中小企業情報基盤強化税制の適用を受けるためには、「自らの事業の用に供して

いる」ことが必要とのことですが、具体的にどの様な場合でしょうか。

【回 答】

企業の自社業務効率化等のために投資し、自社で利用することを指します。設備を

設置しただけでは事業の用に供したことにはなりません。また、対象設備であっても、

販売用、貸付用の場合は、対象外となります。
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【質 問】

ネットワーク経由でサービスを提供する事業者（SaaS（Software as a Service）・ASP

（Application Service Provider））が、「貸付けの用」（租税特別措置法第10条の4第1項、

第42条の7第1項、第68条の12第1項）に供する形態でない形で、顧客にサービスを提

供する場合（顧客と賃貸借契約でなく、役務提供契約を結ぶような場合）、当該サービ

スを提供する事業の用に供することを目的に取得する情報基盤強化設備等は、本税

制の適用対象となりますか。

【回 答】

SaaS・ASP事業者が当該事業の用に供することを目的に取得する情報基盤強化設

備等は、自ら営む事業の用に供しているものとして、本税制の適用対象となります。

【質 問】

SaaS・ASP型サービスの提供を、同一連結グループ内の法人など限定された法人

に対して行っている事業者の情報基盤強化設備等は対象となりますか。

【回 答】

SaaS・ASP型サービスの提供を行っているかどうかや、サービス提供先が限定され

ているかどうかにかかわらず、当該設備等が自ら営む事業の用に供している場合は本

税制の対象となります。

⑵取得価額の範囲

【質 問】

取得価額要件は単品の対象設備の取得価額ではなく、一事業年度における複数の

対象設備の取得価額の合計額で判定するのですか。

【回 答】

そのとおりです。当該事業年度において取得した全ての対象設備の取得価額の合

計額で要件を満たせば適用対象となります。

【質 問】

対象設備の購入価額以外に取得価額に含まれるものはありますか。

【回 答】

法人税法施行令第54条に定められている取得価額の範囲は、「引取運賃、荷役費、

運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用の額」及

び「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」とされています。
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【質 問】

取得価額は、消費税を含んだ価額と考えてよいですか。

【回 答】

通常の取引の経理処理を消費税込みで行っている場合は、消費税額込みの価額で

判断することになります。

⑶割賦による取得

【質 問】

対象設備を割賦により購入した場合には、割賦により支出した年間の価額ではなく、

契約金額の積算額に基づいて判断すればよいのですか。

【回 答】

法人税法施行令第54条の規定に基づく対象設備の取得価額により判定することに

なります。

⑷取得の時期

【質 問】

対象資産の取得と使用開始が事業年度をまたぐような場合、適用する事業年度は

取得時と使用開始時のどちらになるでしょうか。

【回 答】

適用する事業年度は、「当該法人の営む事業の用に供した」時になりますので、対

象資産の使用開始時となります。
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３．対象資産について

⑴自社製作

【質 問】

取得とは外部からの購入だけではなく、自社製作も対象となりますか。

【回 答】

外部購入による取得のほか、自社製作したものも、本税制の対象となります。

ただし、連携ソフトウェア（ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたもの）のうち、

情報処理の促進に関する法律（昭和45年法律第90号）第3条第1項に規定する電子計

算機利用高度化計画（平成20年経済産業省告示第61号）において定められたプログラ

ムとして独立行政法人情報処理推進機構により技術上の評価を受けた製品について

本税制の適用を受ける場合は、当該計画で「広く利用される種類のプログラム」が対象

であることから、外部から購入するパッケージ製品のみが本税制の対象となります。

⑵中古資産

【質 問】

中古資産の取得は対象になりますか。

【回 答】

対象となりません。製作されてから一度も使用されていない設備等が対象となりま

す。

⑶同時設置の期間

【質 問】

サーバー用の電子計算機と同時に設置する附属の補助記憶装置又は電源装置が

対象とされていますが、「同時に設置する」の同時とは、どのくらいの期間でしょうか。

【回 答】

具体的な期間の定めはありませんが、一般的には、「一の計画に基づき本体を設置

してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるもの」と考えられま

す。
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【質 問】

サーバー用のオペレーティングシステム又はデータベース管理ソフトウェアと同時に

設置するファイアウォールが対象とされていますが、「同時に設置する」の同時とは、ど

のくらいの期間でしょうか。

【回 答】

具体的な期間の定めはありませんが、一般的には、「一の計画に基づき本体を設置

してから相当期間内に設置するこれらの附属の機器等が含まれるもの」と考えられま

す。

【質 問】

中小企業情報基盤強化税制の適用対象となるデータベース管理ソフトウェア（以下

「DBMS」）及び当該DBMSの機能を利用するアプリケーションソフトウェアを購入して本

税制の適用を受ける場合の、「当該DBMSと同一計画に基づく機能上一体性を有する

ものであること」はどのように示すのですか。

【回 答】

例えば、DBMSを導入する際の開発委託契約書、納品書、検収書等、又は、それに

関連付けられているシステム設計書等によって、当該DBMSと当該アプリケーションソ

フトウェアが同一計画に基づく機能上一体性を有する資産であることを示すことが考え

られます。

⑷ISO/IEC15408 に基づく評価・認証製品

【質 問】

ISO/IEC15408に基づいて評価・認証された製品とは、具体的にどのようなものがあ

るのでしょうか。

【回 答】

具体的なISO/IEC15408に基づく評価・認証製品のお問い合わせは、各ベンダに直

接お問い合わせいただくか、もしくは独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）のホーム

ページ（http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html）をご覧下さい。

【質 問】

サーバー用の電子計算機はどのような場合に、対象設備等として認められるのでし

ょうか。

【回 答】

ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたＯＳがインストールされたものが、対象と

なります。
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【質 問】

アプリケーションソフトウェアのうち、対象設備等として認められるものはどのようなソ

フトウェアでしょうか。

【回 答】

ISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたデータベース管理ソフトの機能を利用し、

当該データベース管理ソフトウェアに係るデータベース情報を加工する機能を有するも

のが、対象となります。

⑸海外事業所での利用

【質 問】

海外にある日本法人の営業所のために、本税制の対象となっている電子計算機等

を購入し、当該営業所に設置した場合、本税制の適用を受けることができますか。

【回 答】

本税制の適用を受けることはできません。本税制の適用は、国内の事業の用に供

する場合となっており、日本国内に設置することが必要です。

４．税額控除・特別償却について

⑴年度毎の選択

【質 問】

税額控除と特別償却は毎年度任意に選択できるのでしょうか。継続適用の必要性

はないのでしょうか。

【回 答】

新たに取得等をされるものについては毎年度任意に選択可能です。

⑵連結法人

【質 問】

連結納税を採用した場合、個々の連結法人の税額控除と特別償却の適用関係はど

うなるのでしょうか。例えば、所得プラスの法人は税額控除を利用し、所得マイナスの

法人は特別償却を利用するというように、連結グループ内の個々の法人毎に任意に税

額控除と特別償却を選択できるのでしょうか。

【回 答】

任意に選択可能です。
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⑶繰越制度の適用順序

【質 問】

控除金額の上限となる法人税額の20％相当額の控除を行う順序は、その事業年度

における取得等に係る分を先に控除して、枠が残れば繰越分も控除できるのですか。

それとも繰越分から控除することができますか。

【回 答】

その繰越控除を行う事業年度において取得等に係る税額控除により法人税額から

控除される金額があるときは、法人税額の20％相当額は、まずその取得等に係る税

額控除により控除される金額が充てられ、その残額が繰越税額控除限度超過額に充

てられることとなります。したがって、繰越分を先に控除することは認められません。

５．リースについて

【質 問】

リースについては、中小企業情報基盤強化税制でも適用となりますか。

【回 答】

所有権移転外リースについては、税法上減価償却資産の取得があったものとみなさ

れ、所有権移転外リース取引により取得された情報基盤強化設備等については、取得

に係る税額控除の対象となります（但し、税額控除のみ）。

６．適用関係について

⑴情報基盤強化税制と中小企業情報基盤強化税制の適用関係

【質 問】

事業年度が4月1日開始ではないのですが、情報基盤強化税制と中小企業情報基

盤強化税制の適用関係は、どのようになるのですか。

【回 答】

中小企業情報基盤強化税制は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度分の法

人税（又は平成22年分以後の所得税）について適用され、平成22年3月31日以前に終

了した事業年度分の法人税（又は、平成21年分以前の所得税）については、従前の情

報基盤強化税制によります。

なお、中小企業情報基盤強化税制を利用できるのは、中小企業者のみとなっており、

資本金1億円超又はその子会社については、利用することができません。
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⑵中小企業投資促進税制との適用関係

【質 問】

中小企業情報基盤強化税制と中小企業投資促進税制との重複適用は認められま

すか。

【回 答】

同一資産について、中小企業情報基盤強化税制と中小企業投資促進税制との併用

はできません。どちらか一方を選択することになります。

７．申告時の添付書類について

【質 問】

中小企業情報基盤強化税制の適用に当たり、何か証明書のようなものは発行され

ますか。

【回 答】

本税制については、経済産業省において証明書等の発行は行いません。通常の税

務申告の際に別表を添付することになります。

８．問い合わせ先

中小企業情報基盤強化税制について、お分かりにならない点がありましたら、お気

軽に次の窓口までおたずねください。

《制度の一般的な相談》

制度に係る一般的なご相談は、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、国税

局の税務相談室又は主要な税務署に設置している税務相談室の分室で対応していま

す。経済産業省商務情報政策局情報処理振興課の所在地及び電話番号は下記の表

のとおりです。税務相談室及び分室の所在地及び電話番号は、国税庁ホームページ

（http://www.nta.go.jp）の「タックスアンサーホームページ・税務相談室のご案内」をご

覧ください。

《ISO/IEC 15408評価・認証制度についての相談》

制度の詳細、セキュリティ評価・認証等についてのお問い合わせは、経済産業省又は

独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターで対応しています。所在地、電話

番号及びホームページは下記の表のとおりです。

《具体的な相談》

実際の事例に基づいた具体的なご相談は、国税局又は税務署で対応しています。

全国の国税局の所在地及び電話番号は下記の表のとおりです。 また、各税務署の所

在地及び電話番号は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の税務署の所在地

及び管轄区域」をご覧ください。
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●経済産業省

経済産業省商務情報政策局情報処理振興課

所 在 地：100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

電話番号：03-3501-2646

ＵＲＬ：http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html

●独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）

所 在 地：113-6591

東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコートセンターオフィス16階

電話番号及びＵＲＬ：

（ISO/IEC15408評価認証に関すること）

セキュリティセンター 03-5978-7508

http://www.ipa.go.jp/security/tax/index.html

（連携ソフトウェアに関すること）

オープンソフトウェア・センター 03-5978-7507

http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/rp/index.html

●国税局
名 称 郵便番号 所 在 地 電話番号

札幌国税局 060-0042 札幌市中央区大通西10丁目

札幌第二合同庁舎

011-231-5011

仙台国税局 980-8430 仙台市青葉区本町3丁目3番1号

仙台合同庁舎

022-263-1111

関東信越国税局 330-9719 さいたま市中央区新都心1番地1

さいたま新都心合同庁舎1号館

048-600-3111

東京国税局 100-8102 千代田区大手町1丁目3番3号

大手町合同庁舎3号館

03-3216-6811

金沢国税局 920-8586 金沢市広坂2丁目2番60号

金沢広坂合同庁舎

076-231-2131

名古屋国税局 460-8520 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号

名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

大阪国税局 540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号

大阪合同庁舎第3号館

06-6941-5331

広島国税局 730-8521 広島市中区上八丁堀6番30号

広島合同庁舎1号館

082-221-9211

高松国税局 760-0018 高松市天神前2番10号

高松国税総合庁舎

087-831-3111

福岡国税局 812-8547 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号

福岡合同庁舎

092-411-0031

熊本国税局 860-8603 熊本市二の丸1番2号

熊本合同庁舎1号館

096-354-6171

沖縄国税事務所 900-8554 那覇市旭町9番地

沖縄国税総合庁舎

098-867-3601



経済産業省 商務情報政策局 情報処理振興課

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 
℡ ０３（３５０１）２６４６

経済産業省ホームページ

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html

問い合わせ先


